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ぶらんこの認定基準及び基準確認方法 

 

1.基準の目的 

この基準は、組立可搬式のぶらんこの安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項を

定め、使用者の生命又は身体に対する被害の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

2.適用範囲 

この基準は、主として一般家庭で幼児が使用する対座 2 人用組立可搬式のぶらんこ(以下、ぶらんこと

いう。) について適用する。 

なお、ここでいう幼児とは、標準として 2才児から 6才児までをいう。 

 

3.安全性品質 

ぶらんこの安全性品質は、次のとおりとする｡ 

項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

１．構造、外観

及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ぶらんこの構造、外観及び寸法

は、次のとおりとする。 

 

(1) 組立ては簡単で、正常な方法

によって組立てたぶらんこ各部

には、ゆるみ、がた、変形等が

ないこと。 

(2) 外部に現れるボルト、ナット

等の先端は、著しく突出してい

ないこと。 

(3) 使用時に人体が触れる部分に

は、傷害を与えるような先鋭

部、ばり等がないこと。 

(4) 座席には、○ミリメ-トル以上

○ミリメートル未満のすき間が

ないこと。ただし、座面及び背

もたれと背わくとのすき間は、

○ミリメートル未満であるこ

と。 

(5) 踏台には、○ミリメートル以

上のすき間がないこと。 

(6) つり棒と踏台とのすき問は、

○ミリメートル未満又は○ミリ

メートルから○ミリメートルの
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．耐荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．耐衝撃 

 

 

 

 

範囲内であること。 

(7) つり棒は、支柱に確実に取付

けられておリ、回転部分には、

手をはさむようなすき間がない

こと。 

(8) 踏台下面の最低地上高さは、

○センチメートル以上であるこ

と。 

(9) 地上高さ○メートルの位置で

支柱とつり棒との間隔は、○セ

ンチメートル以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

2. (1) 座席の座面、背もたれ及び手

すり並びに踏台それそれについ

て、○キログラムの力を○分間

加えたとき、ぶらんこ各部にき

裂、破損、使用上支障のある変

形等の異状がないこと。 

(2) 座席は使用時に容易に折り畳

まれない構造を有すること。 

 

 

 

 

 

 

3. 踏台中央部に○キログラムの砂袋

を○センチメートルの高さから落

下させたとき、ぶらんこ各部にき

裂、破損、使用上支障のある変形

等の異状がないこと。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

４．耐久性 

 

 

 

 

 

５．材料 

 

 

 

６．付属品 

 

4. 各座席に○キログラムの砂袋を載

せ、左右各○度で連続○万往復振

ったとき、ぶらんこ各部にき裂、

破損、使用上支障のある変形等の

異状がないこと。 

 

5. ぶらんこの材料は、人体に有害な

影響を与えないものであること。 

 

 

6. 附属品は、ぶらんこの使用上の安

全性を損なわないものであるこ

と。 
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4．表示及び取扱説明書 

 ぶらんこの表示及び取扱説明書は次のとおりとする。 

項 目 認 定 基 準 基準確認方法 

1.表示  

 

 

 

 

 

 

 

2．取扱説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 製品には、容易に消えない方法で

次の事項を表示すること。 

(1) 製造業者名、販売業者名若しく

は輸入業者名又はその略号 

 

(2) 製造年月日若しくは輸入年月又

はその略号 

 

2. 製品には、次に示す主旨の取扱い

上の注意事項を明示した取扱説明書

を添付すること。 

なお、一般消費者が容易に理解で

きるよう図で明示するのが望まし

い。 

(1) 組立ての要領及び注意。 

 

(2) 部品及び附属品の一部が取リ外

されているぶらんこは、その組立

ての要領及び注意。 

 

(3) 使用上の注意 

(a) 初めて使用する幼児は、保護

者が使用上の注意を指導するこ

と。 

(b) 同時に 3 人以上では使用しな

いこと。 

(c) 座席及び踏台以外には乗らな

いこと。 

(d) 設置場所は水平、平たんで、

ストープなど危険物の附近では

使用しないこと。 

(e) ぶらんこを使用する年令範囲

は、 2才児から 6才児までとす

ること。 

  

 


